
別添

ダクト及び配管設置の概要　　　　　　　　　　　　

認可前

今回の認可は、建設中
の第１ガラス固化体貯蔵
建屋西棟の工事に関す
るもののうち、以下に示
す工事に関するものであ
る。

①換気設備
　第１ガラス固化体貯蔵
建屋西棟屋上から同建
屋東棟屋上を経由して一
般共同溝手前までの屋
外ダクトを設置する。

②電気設備等
　電気設備、圧縮空気設
備、蒸気設備及び冷却
水設備のうち、第１ガラス
固化体貯蔵建屋西棟と
同建屋東棟と接続する
ケーブルや配管を設置す
る。
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